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雑

錠

元
旅
時
代
蹄
農
武
士
町
家
計

議

ぎ柔

元
旅
時
代
蹄
農
武
士
の
家
計

EEC 

出i

正:

徳
川
時
代
は
米
造
ひ
の
軒
町
雌
円
で
あ
り
、
農
尺
の
生
産
力
ぞ
基

礎
と
し
て
成
立
し
に
社
曾
で
あ
る
。
絶
て
農
民
の
経
営
紙
態
、

家
計
の
如
何
に
よ
っ
て
武
士
階
級
の
支
配
力
の
強
弱
は
決
定
せ

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
従
来
の
研
究
ぞ
見
る
に
、
殆
ど

武
士
階
級
に
閲
す
る
も
の
冶
み
で
あ
っ
て
、
に
と
ひ
農
民
の
研

究
舎
な
す
も
の
で
も
、
只
抽
象
的
に
農
民
の
生
活
困
難
、
武
士

階
級
の
歴
泊
み
そ
論
ホ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
最
近
漸
く
生
産
階
級
た
る

農
民
の
貧
情
の
研
山
況
が
注
目
せ
ら
る
、
に
至
つ
史
が
、
農
業
が

保
守
侍
統
に
束
縛
せ
ら
れ
た
る
無
智
の
農
民
じ
よ
っ
て
倍
ま
れ

た
る
結
果
、
計
数
的
に
農
民
の
生
活
欣
態
や
知
る
べ
含
資
料
は

極
め
て
少
い
。
農
民
が
如
何
に
窮
乏
し
て
居
に
か
今
知
ら
ん
と

第
三
十
一
巻

第
五
披

七
四
四

i¥. 

す
れ
ば
、
僅
か
に
そ
の
人
口
移
動
欣
態
叉
は
農
民
に
針
す
る
お

長ー鮪
J1':に
のよ
竺EJコ
言オて
2う~一

如是
イ可に

2笠
月大字
思る
にの
あ外
ノ l土
fこた

かし、
/J:'有

計 様
数で
的 あ
iこる
知 。

り
う
る
直
接
の
資
料
は
、
余
の
寡
閉
そ
以
て
す
れ
ば
、
享
保
年

聞
の
も
の
が
以
て
最
古
の
も
の
と
す
る
。
十
伐
に
紹
介
せ
ん
と
す

ゐ
資
料
は
本
来
の
百
姓
の
家
計
守
一
不
す
も
の
で
は
な
い
が
、
家

計
不
如
意
に
て
逼
悲
し
六
る
闘
農
武
ム
ム
に
闘
す
ゐ
も
の
で
あ
っ

ザ

L
、
自
4
E

千
五
年
帥
も
一
χ
松
元
勾
の
頃
の
色
め
で
あ
る
。
蛍
崎
め

一
般
農
民
の
家
計
欣
態
ぞ
推
察
す
る
に
極
め
て
貴
重
な
る
資
料

た
る
を
失
は
ぬ
。
殊
に
こ
の
計
算
書
が
、
岡
山
藩
の
財
政
難
局

を
一
身
に
脊
負
ふ
て
立
ち
、
巧
妙
な
る
施
設
や
行
っ
て
財
政
の

立
て
直
し
に
成
功
し
に
る
津
田
章
二
郎
永
忠
の
記
す
所
で
あ

る
。
彼
は
頗
る
理
財
の
才
に
た
け
、
級
出
向
な
る
計
数
的
基
礎
に

ょ
っ

τ混
胤
せ
る
粧
品
何
財
政
そ
鹿
現
し
た
人
た
あ
る
。
従
て
こ

の
数
字
は
最
も
信
滋
さ
る
、
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
武
士
階
級
の
窮
乏
は
徳
川
時
代
中
期
以
後
の
事
で
あ

る
と
考
へ
ら
れ
亡
。
大
胆
論
と
し
て
は
必
し
も
失
首
で
は
な
い

本庄柴治郎、日;本社曾経酒臭三三三頁" 



が
、
之
は
主
と
し
て
幕
府
の
財
政
的
立
場
よ
り
論
じ
た
る
も
の

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
地
方
各
藩
の
財
政
経
済
は
意
外
に
も
、
幕

政
初
期
よ
り
相
首
に
高
し
か
っ
丈
。
そ
れ
が
果
し
て
封
建
組
織

に
内
在
す
る
矛
盾
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
か
、
或
は
偶
渡
的
事

情
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、
武
士
階
級

fこ 窮
所 乏
での
あ'!手
る叫賞
。""0) 

荷
し

。
l主

夙
に
七
屋
喬
雄
氏
の
喝
似
し

岡
山
藩
も
亦
財
政
困
難
に
陥
り
、
個
々
の
武
士

崎
細
川
が
悩
神
的
に
没
待
y
h，h
h

事
貨
は
政
事
に
躍
が
以
く
、
そ

ω

教
の
徐
り
に
多
き
に
今
夏
の
如
く
驚
か
さ
れ
る
。
貧
困
武
士
の

底
置
救
済
じ
っ
き
で
は
種
b

の
方
策
が
講
じ
ら
れ
た
が
、
就
中
、

簡
略
奉
行
な
る
も
の
や
設
け
て
、
彼
を
し
て
夫
A
遁
営
な
る
庭

置
を
と
ら
し
め
に
。
剖
ち
或
は
簡
略
長
屋
な
る
も
の
を
設
け
て

貧
困
武
士
を
之
に
合
宿
せ
し
め
、
或
は
扶
持
方
擬
作
と
得
し
て

武
士
の
義
務
ぞ
発
除
し
、
最
低
生
活
を
な
し
う
る
丈
け
の
挟
持

を
奥
へ
、

一
定
の
年
限
総
高
を
給
奥
せ
す
し
て
経
済
の
立
て
直

ほ
し
を
な
さ
し
め
、
或
は
在
郷
を
命
じ
て
家
計
の
回
復
を
計
ら

し
め
た
。
認
に
問
題
と
な
っ
て
居
る
永
井
某
は
津
田
永
忠
の
作

廻
の
下
に
あ
る
新
田
に
在
郷
せ
ん
事
を
希
望
し
に
も
の
で
あ

雑

銭

元
誠
時
代
蹄
農
武
士
の
家
計
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1
1
1ペ
戸
品
開
t
1
1
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る
。
依
て
永
忠
は
詳
密
な
る
計
算
書
や
計
り
、
且
つ
在
郷
中
の

心
が
け
を
き
と
し
た
る
長
丈
の
手
紙
を
永
井
某
に
典
へ
た
。
こ

の
手
紙
は
貞
享
五
年
八
月
十
二
日
の
目
附
そ
有
す
る
。
も
と
律

旧
家
の
文
書
中
に
あ
っ
仁
の
が
、
.
岡
田
方
文
書
と
し
て
整
理
せ
ら

れ
、
一
見
じ
岡
山
池
吊
侯
佃
町
家
の
類
編
賞
罰
門
中
に
牧
載
せ
ら
れ

て
居
る
。
常
時
一
般
に
武
士
の
窮
乏
し
て
居
六
事
ぞ
察
す
る
じ

は
好
個
の
資
料
で
あ
る
が
、
徐
h

り
長
ぎ
に
犬
す
る
か
ら
、
そ
の

中
の
一
部
分
k
q
h

ゆ
摘
す
る
事
と
し
た
。

手
紙
の
終
末
の
一
節
に
「
新
田
に
て
相
渡
候
白
地
の
畝
数
作

物
出
来
の
様
子
、
併
し
申
家
、
農
具
、
牛
、
尤
年
中
御
自
分
御

勝
手
入
用
の
積
り
左
に
記
申
候
」
と
記
し
、
制
b

と
・
突
の
如
く

計
算
を
な
し
て
居
る
。
光
づ
第
一
に
支
出
ぞ
見
る
。

永
井
権
助
家
内
人
数
上
下
十
一
人

一

人

主

人

年

四

十

六

一

人

母

年

七

十

七

一

人

妻

三

十

九

一

人

妻

母

八

十

三
人
件
十
七
、
九
、
一
一
一
一
人
痕
五

一

人

下

男

一

人

下

女

右
人
数
挟
持
方
其
外
高
入
用

一
米
三
石
一
手
四
升
人
数
上
下
十
一
人
年
中
白
挟
持
方

第

十

巻

第
五
競

九

七
四
五
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雑
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元
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農
武
士
の
家
計

多
十
九
石
八
升

但
家
主
井
伴
共
二
人
は
一
日
一
人
米
二
合
参
五
合
宛
、
母
妻
子
穴

人
白
内
若
年
二
人
を
一
人
に
し
で
五
人
分
、
一
日
一
人
に
米
一

A
口

安
五
合
宛
、
下
男
一
人
一
日
参
一
升
一
合
、
下
女
一
人
一
日
参
七

会
外
に
ね
か
さ
う
じ
指
加
へ
て
朝
夕
の
内
人
数
不
残
一
度
は
ザ
ウ

ス
イ
の
積
り
。

一
米
ニ
石
入
斗
下
見
一
人
給
米
間
後
半
、
下
女
一
人
給
米
二
後
。

一
銀
札
一
一
一
十
九
匁
六
分
照
味
噌
伐
隆
一
一
ふ
へ
升
、
一
升
に
つ
守
一
分

バ
ノ
斗
。

一
升
に
付
四
分

但
一
ケ
万
一
人
に
一
升
白
積
、
味
噌
七
斗
二
升
、

づ
ム
。

但
一
ヶ
月
一
人
に
六
合
大
勺
六
オ
づ
ふ

O

一
銀
札
五
十
四
匁
薪
代
作
力
ラ
を
佳
品
不
足
の
分
一
日
に
一
分
五
厘
白

積

p
。

一
同
二
十
匁
泊
一
斗
一
升
に
付
一
一
匁
づ
ム
、
年
中
目
分
、
但
一

夜
の
干
し
二
勺
八
オ
の
殺
り
。

一
同
三
十
匁
畠
三
反
分
夏
秋
ヨ
ヤ
シ
代
。

但
一
反
に
付
十
匁
づ
L

の
積
。

一
米
三
斗
籾
種
子
六
斗
分
回
畝
一
町
六
段
倹
白
分
。

一
米
六
斗
四
升
不
意
の
入
用
並
扶
持
方
米
足
し
共
。

合
計
米
六
石
二
斗
六
升
、

多
十
九
石
八
升
、
代
銀
三
百
八
十
一
匁
六
分
。

但
一
石
に
什
二
十
匁
替
。

第
三
十
一
容

七
四
六

第
五
就

O 

銀
ヰL

百
四
十
三
匁
六
分
。

二
日
銀
札
五
百
二
十
五
匁
二
分
。

此
米
十
二
石
六
斗
五
合
。

侭
三
俊
に
付
四
十
匁
替
。

米
都
合
十
八
石
八
斗
六
升
五
合
。

吠
に
新
旧
耕
作
に
よ
る
収
入
ぞ
次
の
如
く
計
算
し
て
居
ゐ
。

一
畝
毅
一
町
九
段
大
畝
十
九
歩
。

石
七
斗
代
。

lスl上
品
一
一
一
段
一
段
に
什
知
飢
の
六
労
米
託
、
与
一
升
可
制
貯
に
四
分
米
一
-
一

斗
四
升
、
二
日
の
米
合
二
石
五
斗
五
升
、
此
作
物
籾
に
直
し
一
歩

の
籾
五
合
大
勺
六
オ
除
、
米
に
し
で
二
合
八
勺
一
一
一
オ
録
。

〈
夢
木
棉
二
毛
作
り
か
、
又
は
多
大
豆
楽
大
根
の
三
毛
作
り
か
)

一
石
九
斗
代

上
回
八
段
九
畝
一
段
に
付
定
免
の
宍
分
米
六
斗
三
升
七
合
、
外
に

四
分
米
四
斗
一
升
八
合
、
二
目
白
米
合
九
石
二
一
斗
、
一
歩
の
籾
大

令
九
勺
大
オ
齢
、
米
に
し
て
三
合
間
勺
八
オ
。

一
石
七
斗
代
ω

中
間
四
段
一
段
に
付
定
免
の
六
分
米
五
斗
六
升
一
令
、
外
に
四
分

米
一
二
斗
七
升
四
会
・
二
日
白
米
合
一
二
石
七
斗
四
升
、
一
歩
の
籾
大

合
二
勺
三
オ
絵
、
米
に
し
て
三
合
一
勺
一
才
絵
。

一
石
五
斗
代

G

下
回
四
段
十
九
歩

一
反
に
付
定
免
む
六
分
米
四
斗
八
升
凹
合
外
に



四
分
米
三
斗
二
升
ニ
合
、
二
日
白
米
合
三
石
七
升
五
合
、
一
歩
白

籾
五
令
三
勺
七
ォ
、
米
に
し
て
二
合
六
勺
入
オ
。

米
合
十
八
石
八
斗
六
升
五
合
。

内
十
一
石
三
斗
一
升
九
合
六
分
米
。

平
し
斗
代
一
石
七
斗
三
升
九
合
五
勺
、
干
し
克
一
一
一
づ
二
分
四
歴
三

毛
、
百
姓
は
此
分
御
年
立
に
差
上
市
上
候
。

七
石
五
斗
四
升
六
合
四
分
米
。

百
姓
は
ζ

の
分
活
一
自
分
~
取
込
申
候
。

夏
に
家
屋
井
に
農
且
一
を
貸
血
一
す
る
事
と
し
て
居
る
。

出
家
屋
は

本
家
と
長
屋
の
二
棟
に
し
工
、
本
家
は
二
間
梁
に
川
方
間
午
の

下
.
桁
行
六
問
と
し
、
六
品
一
一
間
(
恨
し
古
品
必
敷
く
』
十
F

~

品

一
間
(
悲
敷
)
、

十
二
島
の
土
問
一
つ
で
あ
る
。

長
屋
は
一
間
竿

梁
t

桁
行
四
聞
と
し
、
学
分
栓
コ
ヲ
シ
ャ
、
一
二
分
の
一
在
牛
屋
、

惑
を
下
男
部
屋
に
あ
て
、
居
る
。
農
具
は
牛
鍬
一
丁
、
馬
鍬

丁
、
牛
鞍
一
背
、
誠
二
丁
、
鎌
二
枚
、
糞
桶
(
柄
杓
共
)
二
荷
、

糞
章
一
つ
、
ュ
ク
ワ
二
つ
、
究
二
つ
、
ト
ワ
臼
一
つ
、

建
二
十
枚
で
あ
る
。
牛
は
二
人
に
て
一
匹
を
共
有
せ
し
め
る
。

コ
ナ
シ

回

右
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
可
な
り
の
大
百
姓
で
あ
り
、
然
か
も

収
穫
は
全
部
之
を
収
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
官
に
徐
裕
の

雑

録

元
議
時
代
蹄
農
武
士
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家
計
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あ
る
生
活
が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
告
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
支
出

費
目
を
見
る
に
、
彼
等
は
藩
主
の
品
唯
一
親
交
替
の
際
に
於
け
る
送

迎
、
年
頭
の
躍
以
外
に
は
全
く
義
務
を
免
ぜ
ら
れ
て
居
る
に
拘

は
ら
歩
、
最
低
の
生
活
を
な
し

2
0
に
す
ぎ
ぬ
事
を
示
し
て
居

る
。
如
何
に
逼
塞
人
と
は
い
へ
、
そ
の
粗
食
の
程
度
に
驚
か
ざ

る
そ
得
ぬ
。
魚
類
な
ど
の
代
金
も
計
上
し
て
な
く
、
叉
衣
服
の

h

r

、一コ司
l
h

、。

互に
J

，Eて
今
/
h
u
w

不
意
の
支
出
の
準
備
と
し
て
僅
か
ド
米
六
斗
四
升

あ
ゐ
の
み
で
め
る
。
一
逼
塞
し
て
簡
略
人
と
な
り
、
間
合
h
h

土
着
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z
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て
も
、
そ
の
生
活
欣
態
が
徐
り
に
悲
惨
で
は
な
い
か
。
尤
も
、

津
田
、
不
忠
の
附
一
一
一
日
い
い
よ
れ
ば
、
生
産
額
を
内
輪
に
見
積
っ
て
あ

る
か
ら
、
精
の
出
し
よ
う
に
よ
っ
て
培
米
も
多
分
に
あ
り
、
百

姓
と
異
っ
て
年
貢
に
米
夫
米
諸
役
が
免
ぜ
ら
れ
る
か
ら
、
生
活

に
は
徐
裕
が
あ
る
筈
だ
と
い
ふ
。
か
く
し
て
数
年
間
こ
の
生
活

を
つ
ず
け
て
居
れ
ば
、
簡
略
奉
行
が
、
本
人
に
体
総
を
引
き
渡

さ
歩
、
自
ら
之
を
作
廻
し
て
債
務
の
燐
済
に
兎
て
、
債
務
が
完

済
せ
ら
る
れ
ば
、
再
び
城
下
に
蹄
還
し
て
元
の
武
士
と
し
て
の

地
位
ぞ
回
復
す
る
事
が
出
来
る
。
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雑

主主

元
禄
時
代
蹄
農
武
士
の
家
計

故
に
津
田
は
永
井
に
き
と
し
て
次
の
如
く
漣
ぺ
て
居
る
。

一
、
御
自
分
新
田
入
に
付
、
御
官
民
議
の
趣
庁
一
に
4
4

同
付
掛
御
問

申
候
、
惣
て
御
奉
公
申
上
罷
在
候
策
中
被
F
古
川
候
御
知
行
御
切

米
は
不
被
下
伎
、
御
自
分
不
勝
手
に
候
と
も
被
下
来
候
御
切
米

御
扶
持
方
は
御
自
分
借
銀
の
潟
め
に
御
差
上
御
白
分
は
何
の
御

奉
公
も
御
申
上
な
く
首
分
家
内
ワ
タ
ラ
イ
の
矯
め
に
御
併
し
被

ド
候
新
田
の
儀
に
候
へ
ば
緩
々
と
御
暮
し
候
諜
に
て
は
念
皮
御

恭
会
申
上
混
在
供
柴
山
町
切
手
前
へ
さ
し
御
行
量
不
眠
mw
桜
じ
能

成
候
、
御
自
分
此
度
の
新
田
入
も
全
き
御
仕
置
に
て
は
無
之
候

得
共
外
じ
可
被
仰
付
口
問
無
之
故
右
の
涌
一
の
白
に
候
、
然
る
上
は

簡
略
の
内
身
を
謙
り
百
姓
間
前
に
御
成
御
自
分
妻
子
共
は
随
分

御
恕
難
候
て
百
姓
の
所
作
ぞ
御
務
候
を
御
奉
公
冥
加
の
震
め
と

骨
髄
ょ
の
重
夜
御
思
候
桜
に
無
之
候
て
は
御
上
の
御
趣
意
も
立

不
申
候
、
偲
令
は
借
銀
故
に
身
代
潰
し
浪
人
仕
侯
に
付
浪
人
の

内
家
田
地
震
具
牛
迄
唯
で
預
け
殊
に
作
h

り
取
に
仕
三
年
過
候
へ

は
本
の
身
代
に
蹄
参
仕
共
上
在
宅
の
内
の
理
難
後
九
三
込
の
家
の

く
せ
に
罷
成
勝
手
取
積
御
奉
公
仕
候
は
一
生
の
難
有
俄
と
御
白

分
に
賃
貸
よ
り
深
く
御
息
ひ
候
趣
意
念
度
立
不
申
に
て
は
御
自
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分
の
趣
意
も
立
不
申
新
田
の
御
暮
し
も
不
参
事
に
候
そ
の
儀
に

御
座
候
間
充
絞
仰
心
符
可
被
成
候
。

岡
山
務
の
古
記
録
を
見
る
に
、
永
井
某
の
如
き
財
政
朕
態
に

立
ち
至
つ
に
も
の
は
頗
る
多
く
、
相
官
大
身
に
し
て
地
位
の
高

き
も
の
で
も
-
逓
送
し
て
、
簡
略
奉
行
の
支
配
そ
受
け
て
居
る
o

多
い
年
に
は
数
イ
人
の
一
過
器
入
金
刊
し
て
居
る
。
市
し
て
凹
合

に
庄
位
し
て
農
業
晶
子
告
か
も
の
は
比
較
的
に
僚
件
が
よ
い
の
む

あ
っ
て
、
妻
子
を
親
類
一
家
に
托
し
て
向
分
は
簡
略
長
屋
と
稿

す
る
逼
塞
人
の
合
宿
所
に
生
活
す
る
も
の
、
擬
作
扶
持
を
も
ら

っ
て
居
簡
略
と
稿
し
城
下
に
居
住
す
る
も
の
等
は
徐
程
生
活
が

悶
難
で
あ
つ
に
ら
し
い
。
従

τ貧
困
武
士
に
し
て
在
郷
土
着
せ

ん
と
希
望
す
る
も
の
が
続
出
し
、
叉
一
旦
土
着
し
た
る
も
の
は

最
初
の
程
は
之
ぞ
き
ら
っ
て
居
て
も
暫
く
す
る
と
却
て
田
舎
の

生
活
に
な
れ
、
簡
略
明
け
後
に
於
て
も
在
郷
す
る
も
の
も
あ
っ

た
ら
し
い
。
要
す
る
に
元
藤
初
期
に
於
て
も
巳
に
武
士
階
級
が

経
情
的
に
著
し
く
窮
乏
し
て
居
亡
事
は
、
営
時
の
財
政
々
策
の

上
に
明
か
に
表
は
れ
て
居
る
が
、
右
の
土
着
蹄
農
武
士
の
家
計

よ
り
見
て
、
如
何
に
悲
惨
な
る
生
活
を
し
て
居
て
も
倫
ほ
土
着



希
望
者
の
少
か
ら
宇
あ
っ
た
事
に
徴
す
れ
ば
、

一
般
に
武
士
法

殺
の
生
活
が
、
従
来
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
て
居
に

や
う
に
、
元
続
時
代
に
於
て
む
交
易
快
適
の
も
の
で
な
か
っ
た

事
は
推
察
に
難
く
な
い
。

五

更
に
醗
っ
て
一
般
農
民
の
生
活
欣
態
研
一
括
し
て
考
ふ
ゐ
に
、

百
姓
と
し
て
最
も
傑
件
の
有
利
な
る
節
度
武
士
の
家
計
に
於
て

す
ら
、
，
一
物
じ
遁
ぺ
大
ゐ
が
如
き
朕
態
で
あ
る
。
本
庄
博
士
の
研

究
せ
り
れ
た
ゐ
数
仰
の
事
例
じ
よ
れ
ば
、
時
代
1
h
地
オ
も
問
到
る

が
、
大
般
に
於
て
出
?
入
ら
?
の
ち
の
、
僅
か
の
欠
損
に
止
る

も
の
、
多
少
の
徐
剰
を
在
す
る
も
の
が
あ
る
。
然
か
も
之
は
年

貢
諸
掛
り
を
差
引
い
て
の
勘
定
で
あ
る
。
若
し
岡
山
藩
婦
農
武

士
の
計
算
が
正
営
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
ば
、
全
然
貢
租
そ
の
他

の
負
携
が
な
く
て
き
へ
、
み
ぢ
め
な
生
飛
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
収
穫
の
字
分
以
上
巻
貢
租
と
し
て
上
納
す
る
農
民
の
生
活

は
、
牛
馬
同
様
の
も
の
に
ら
ざ
る
ぞ
得
ぬ
。
衣
住
は
自
給
自
足

し
う
る
に
し
て
も
、
食
に
闘
し
て
は
全
く
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ

た
事
が
推
察
出
来
る
。
而
し
て
封
建
文
化
の
燦
然
と
し
て
耀
い

雑

銀

統
計
拾
穂
抄

に
と
稀
せ
ら
る
、
一
冗
椋
時
代
の
初
期
に
於
て
倫
ほ
且
っ
か
く
の

如
く
で
あ
る
。
中
期
以
後
に
於
け
る
封
建
治
下
の
農
民
の
生
活

が
如
何
に
窮
迫
し
て
居
た
か
は
察
す
る
に
徐
り
あ
る
。
農
民
の

生
産
力
を
基
縫
と
す
る
封
建
組
織
が
淡
落
す
べ
き
運
命
に
頻
し

大
の
は
蓋
し
営
然
の
事
で
あ
る
。
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